
宮城県

スパート復興総仕上げ復興総仕上げ復興総仕上げ スパートスパート

３ 避難確保計画の作成方法
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
3番目に避難確保計画の作成に方法についてご説明いたします。本日の説明は国土交通省で公開している「要配慮者利用施設避難確保計画作成の手引き」に沿って要点をご説明しますが、実際の計画作成は加美町で作成するひな形に則って行って下さい。
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本日の説明は資料１（様式編）および資料２（事例集）に沿って説明します。
（実際の作成は加美町の避難確保計画ひな形に則って作成して下さい）

【資料１】
要配慮者利用施設における避難確保計
画作成の手引き（様式編）

【資料２】
要配慮者利用施設における避難に関する
計画作成の事例集（水害・土砂災害）

☛国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/bousai-gensai-suibou02.html

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
本日の説明は国土交通省で公開している「要配慮者利用施設における避難確保計画作成の手引き」及び「要配慮者利用施設における避難に関する計画作成の事例集」に沿って要点をご説明しますが、実際の計画作成は加美町で作成するひな形に則って行って下さい。
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避難確保計画の記載内容

１ 計画の目的

２ 計画の報告

３ 計画の適用範囲

４ 防災体制

５ 情報収集及び伝達

６ 避難誘導

７ 避難確保を図るための施設の整備

８ 防災教育及び訓練の実施

９ 自衛水防組織の業務に関する事項
（自衛水防組織を設置している場合）

①計画の目的等を記載

②計画を作成したことを町へ報告する文面を記載

③計画が対象とする範囲（施設の体制、職員・利用者
の人数）を記載

④施設職員の役割分担、体制確立の判断時期等を記載

⑤主な情報の収集方法、伝達方法を記載

⑥避難の判断

⑦平常時からの対策、避難に必要な備蓄資器材等を
記載

⑧防災教育及び訓練実施、開催時期等を記載

作成のポイント

・災害時の体制を決めておく
・避難に必要な情報の収集方法を知る
・避難ルートを決めておく
・避難ルートにおけるリスクを把握する

以下の内容は市町村に提出する必要があります！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
要配慮者利用施設の避難確保計画は、スライドに記載のある9つの内容と施設周辺の避難地図を作成し、市町村に提出する必要があります。特に計画作成にあたって、①災害時の体制を決めておく②避難に必要な情報収集方法を知っておく③避難ルートを決めておく④避難ルートにおけるリスクを把握しておくことが重要となります。また、施設内での管理用として、防災教育・避難訓練の年間計画、緊急連絡網、施設利用者の緊急連絡先一覧、外部機関の緊急連絡先一覧、対応別避難誘導一覧、自衛水防組織の業務に関する事項等も作成が必要となります。避難確保計画は要点を押さえて１から作成しても構いませんし、既存の消防計画に必要な事項を追記する形で作成しても構いません。
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計画の目的、計画の報告、計画の適用範囲

事例集p13 事例集p14

①計画の目的を記載

第3節 計画の適用範囲
この計画は、本施設に勤務又は使用する全ての者に適用するものとする。

（↑様式に記載はないので任意記入）

③計画の適用範囲を追記

③施設の人数を追記

②計画を作成したことを○○市町
村へ報告する文面を追記

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、計画の目的・計画の報告・契約の適用範囲について簡単に説明します。計画の冒頭で計画の目的及び計画作成をしたことを市町村へ報告する旨を明記します。次に計画の適用範囲、施設利用者・施設職員の人数を明記します。事例集のP13~14を参考にして下さい。



防災体制
○注意体制・警戒体制・非常体制の３つの防災体制をつくるために、どのような防災情報をもとに
（いつ）、誰が（対応要員）、どのような活動内容を行うかについて決定する。

①判断基準となる河川名・観測所・雨量局を把握

②防災体制の対応要員を決定

③
気
象
情
報
・
水
位
情
報
等
に
よ
る
判
断

基
準
と
避
難
開
始
の
基
準
を
決
定

④対応要員・活動内容
を決定

作成のポイント

・防災体制（注意体制・警戒体制・非常体制）
に入るタイミングを決める。

・いつ避難すればよいかを決める。

作成の手順
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①防災体制確立の判断基準となる河
川・観測所・雨量局を把握する。

②防災体制の対応要員を決定する。
③河川の水位情報や大雨警報等の気象

情報を基に防災体制に入る判断基準
を決める。
→避難判断水位・氾濫危険水位・大

雨情報等を確認
→「避難準備・高齢者避難開始」が

発令されたら避難開始
④各防災体制の活動内容・対応要員を

決める。

様式P18

様式P4

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、計画作成にあたって重要なポイントの一つ目として、防災体制について説明します。防災体制の項目では、まず①避難行動の判断基準となる河川名・観測所・雨量局を把握し、②各防災体制毎の対応要員を決定します。そして③どの水位情報や気象情報を基に注意体制（警戒レベル2）、警戒体制（警戒レベル３）非常体制（警戒レベル４）いずれかの防災体制に入るか及び対応要員毎の活動内容を決めます。
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河川水位について

○河川には、水位が上がりやすい川と水位の上昇がゆるやかな川があることから，
河川の特性に応じて避難のタイミングを検討する必要がある。

水位危険度

出典:国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai
/tisiki/syozaiti/pdf/yohousyuutikasen.pdf

洪水情報

避難指示（緊急）
の発令

避難勧告の発令

避難準備・高齢者
等避難開始の発令

要配慮者の避難
誘導開始

要配慮者の避難
誘導開始

市町村による一般的
な避難情報の発令

氾濫到達時間が短い
河川の場合 →

↑氾濫到達時間が
長い河川の場合

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
浸水想定区域に立地する施設では、水位が上がりやすい河川かどうかで避難のタイミングを検討する必要があります。要配慮者の避難誘導は、一般には警戒レベル３の水位情報・気象情報のタイミングで開始することとされていますが、氾濫到達時間が短い河川の場合は水位の急上昇により逃げ遅れとなる可能性があることから、警戒レベルが低いうちからの避難誘導を開始することが望ましいです。
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情報収集・伝達

○防災体制確立の判断を行うために、水位情報の他に収集する気象情報や避
難情報、収集方法、施設内の情報伝達方法を決定する。

作成のポイント

作成の手順

・防災体制の確立に必要な情報（河
川水位、気象、避難情報等）の収
集方法を把握する。

・誰に、どうやって伝達するかを決
める。

①防災情報の収集先を把握する。
②施設内の防災情報の伝達方法を決

定する。
③緊急連絡網、外部機関への緊急連

絡先一覧表を作成した上で、情報
伝達経路を作成する。

既存の名簿を活用し
てもOK

様式P10

様式P16

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
計画作成にあたって重要なポイントの二つ目として、防災情報の収集や伝達について説明します。①防災体制の確立に必要な防災情報の収集先を把握し、②収集した防災情報を施設内でどのように伝達するかを決め、③緊急連絡網や外部機関への緊急連絡先一覧を作成の上情報伝達経路を作成します。緊急連絡網や外部機関への連絡先一覧は、既存の名簿を活用しても構いません。
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情報収集・伝達

１ 避難のきっかけとなる情報
・共通：大雨警報・洪水警報、雨量、避難勧告

消防団・水防団・近隣の方からの情報、周囲の異常等
・洪水：河川水位
・土砂災害：土砂災害警戒情報

２ 計画作成時の留意点
・避難勧告発令時には既に避難ルートが冠水・土砂災害等

で避難できない事例あり
→警戒レベルが低いうちから早めの伝達・避難行動開始

・計画の避難場所に避難できない場合に備える
→最寄りの安全な場所（一時避難場所）を事前に把握

状況により2階以上への垂直避難も検討

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
どの防災情報が出たら避難行動を開始するかを事前に決めておきましょう。浸水想定区域及び土砂災害警戒区域に立地する施設では，大雨警報・洪水警報・雨量・避難勧告の発令が避難のきっかけとなります。その他、水害リスクのある施設では河川水位に、土砂災害リスクのある施設では土砂災害警戒情報に留意しましょう。また、計画作成時の留意点として、避難勧告の発令時には既に避難経路が立たれて水平避難できない場合があることから、警戒レベルが低い内から早めの伝達・避難行動開始が行えるようにしておき、万が一計画の避難場所に避難できない場合には一時避難所の事前把握や垂直避難を検討しておきましょう。
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国・県では、防災に関する様々な情報を発信しています。
気象庁ホームページ（雨・風・土砂災害等）

http://www.jma.go.jp/jp/yoho/

国土交通省ハザードマップポータルサイト

http://disaportal.gsi.go.jp/

川の防災情報

（パソコン版）https://www.river.go.jp/e

（スマホ版） https://www.river.go.jp/s

川の水位情報 https://k.river.go.jp/

宮城県河川流域情報システム（雨・水位・ダム）

（パソコン版）
https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi/servlet/

（スマホ版） https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi_sp/

宮城県砂防総合情報システム（土砂災害）

www.doshasaigai.pref.miyagi.jp/midski/

ＮＨＫデータ放送

防災情報は何処にあるのか（情報コンテンツ）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
国や県では雨・土砂災害・河川水位等に関する様々な防災情報を発信しています。必要な情報がどこから入手できるかを事前に確認しておきましょう。本日は、国で公開している情報として「国土交通省ハザードマップポータルサイト」「川の防災情報」「川の水位情報」を、県で公開している情報として「宮城県河川流域情報システム（MIRAI)」「宮城県砂防総合情報システム（MIDSKI)」をご紹介します。

http://www.jma.go.jp/jp/yoho/
https://www.river.go.jp/s
https://www.dobokusougou.pref.miyagi.jp/miyagi_sp/
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情報収集手段：国土交通省ハザードマップポータルサイト

○災害時の避難や、事前の防災対策に役立つ情報を公開。
○全国の防災情報を１つの地図上で重ねて閲覧可能に。

浸水

阪神淡路大震災

避難ルートの検討

国土交通省ハザードマップポータルサイト
http://disaportal.gsi.go.jp/

大雨が降ったとき
・どこが浸水するおそれがあるか？
・どこで土砂災害の危険があるのか？
・どこの道路が通行止めになりやすいのか?

地震のとき
・どこが揺れやすいのか？
・活断層はどこにあるのか？
・大規模な盛土造成地はどこなのか？

このような防災に関する様々な情報が分かるので、避難計画・防災対策に役立ちます。

浸水対策の検討

わがまちハザードマップ
全国の市町村のハザードマップを閲覧することができ
ます。

重ねるハザードマップ
様々な防災に役立つ情報を、全国どこでも１つの地図上で重ね
て閲覧できます。

東京都千代田区洪水ハザードマップ

耐震対策の検討 液状化対策の検討

検 索ハザードマップ

藤沢市津波ハザードマップ

写真

土砂災害危険箇所

浸水想定区域

道路冠水想定箇所
緊急輸送道路
事前通行規制区間

1つの地図に重ね合わせて閲覧

提供：国土交通省

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
まず、国土交通省で公開している「ハザードマップポータルサイト」について簡単にご紹介します。「ハザードマップポータルサイト」では全国の市町村のハザードマップURLリンクを集約して掲載しているほか、洪水・土砂災害・津波のリスク情報、道路防災情報、土地の特徴・成り立ちなどを地図や写真に自由に重ねて表示できます。
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情報収集手段：「川の防災情報」について

川の防災情報は、全国の国・県で管理している河川やダムの情報に加え、レーダー雨
量について提供するシステムです。
現在は、パソコン版，スマホ版の２種類で全国の河川に関する情報を配信しています。

ここの操作により、河川・雨量・
ダムに関する水位や現地の映像の
取得が行えます。

その他のコンテンツに関するリン
クも用意されています。

全国の地域の情
報を選択するこ
とが出来ます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、国土交通省で公開している「川の防災情報」では、全国の国・都道府県で管理している河川やダムの情報に加え、レーダー雨量について提供しています。



○洪水時における河川水位等の現地把握が困難であり，水位把握の必要性の高い中小

河川において，近隣住民の避難を支援することを目的とした危機管理型水位計を設置
し、運用を開始しました。
○危機管理型水位計は水位上昇時に観測を開始し，インターネットのサイト「川の水
位情報」 （https://k.river.go.jp/）から閲覧が可能です。（「宮城県河川流域情報
システム」（MIRAI）のリンク先からも閲覧可能）

クリック

「川の水位情報」
表示画面

観測開始水位を超え
ると測定開始。
(当初は護岸高の1/2
に設定)

護岸高に設定

※１日１回（午前0時）に死活監視を実施。

情報収集手段：「川の水位情報」について
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さらに、国土交通省で公開している「川の水位情報」では、危機管理型水位計の水位情報に加え、通常水位計の水位情報、河川の現況を画像で配信しており、身近な河川の状況を、簡単に、きめ細かく、リアルタイムで確認できます。�

https://k.river.go.jp/
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「宮城県河川流域情報システム（MIRAI：ミライ）」で河川の情報を閲覧できます。

宮城県河川流域情報システムは、県内の国・県で管理している河川やダムの情報について提供
するシステムです。このシステムでは水位情報や雨量情報、注意報等が確認できます。
現在は、パソコン版，スマートフォン版の２種類で県内の河川に関する情報を配信しています。

宮城県河川課 検索

河川課ホームページから
「関連リンク」へ

宮城県土木部総合情報システム
トップページ

河川流域情報システムトップ
ページ

ダムの流入量，放流量等の閲覧。 洪水予報河川の予測水位の閲覧。 河川監視カメラ画像の閲覧
河川水位の閲覧。洪水予報河川，
水位周知河川では基準水位の閲覧。

情報収集手段：河川に関する情報について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県土木部でも、河川に関する情報や雨量情報、土砂災害に関する情報を発信しています。まず、「宮城県河川情報システム（MIRAI）」についてご説明します。MIRAIでは県内の国・県で管理している河川やダムの情報について提供しており，水位情報や雨量情報、ダム情報、気象情報、河川に関する予報や警報が確認できます。



MIRAIアラームメールの配信
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宮城県では，令和2年9月より主要な河川の洪水予報や河川水位
の情報をメールでお知らせする「MIRAIアラームメール」の配信
を始めました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
宮城県では，令和2年9月より主要な河川の洪水予報や河川水位の情報をメールでお知らせする「MIRAIアラームメール」の配信を始めました。
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情報収集手段：土砂災害に関する情報について

砂防総合情報システム

「宮城県砂防総合情報システム（MIDSKI：ミヅキ）」で砂防の情報を閲覧できます。
現況から３時間後までの土砂災害の発生危険度などを確認できます。
また，「土砂災害警戒メール配信」に登録すると，大雨注意報・警報・土砂災害警戒情報
などの発表情報がメールで届きます。
（パソコン，スマートフォン，携帯電話（ガラケー）に対応）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
土砂災害については宮城県砂防総合情報システム（MIDSKI：ミヅキ）で情報を発信しています。MIDSKIでは県内の大雨注意報・大雨警報・土砂災害警戒情報の発表状況を確認したり，現況から3時間後までの予測雨量や土砂災害判定メッシュ情報の変化を確認できます。MIDSKIでもメール配信を行っており，「土砂災害警戒メール配信」に登録すると、大雨情報・大雨注意報・土砂災害警戒情報の発表情報がメールで届きます。



55

情報収集手段：土砂災害に関する情報について

土砂災害警戒情報が発表されたら土砂災害警戒情報システムを確認して下さい！

①

➁
③

施設のあるメッシュに着色（紫・
赤・黄）があったら避難！

①各市町村名をクリックすると，メッシュ毎に解析・予測雨量等を確認することが出来ます。
②県内の注意報・警報の発表情報が確認できます。
③解析・予測雨量や土砂災害判定メッシュ情報の現況と１～３時間後までの変化を確認できます。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
現況から3時間後までの予測雨量や土砂災害判定メッシュ情報の変化や大雨警報等発表状況は市町村毎に確認することができます。大雨注意報や警報、土砂災害警戒情報が発表される程度の雨量が予測される場合は，メッシュが紫・赤・黄色に着色されます。施設周辺のメッシュに着色があった予測となっている場合は、土砂災害警戒区域内に立地する施設は土砂災害のリスクが高まっており、突発的に土砂災害が発生する可能性があるため、避難を開始しましょう。
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避難誘導（避難経路図の作成）

○施設利用者の命を守るための安全な避難場所、避難経路を決定する
①
施
設
周
辺
の
浸
水
想
定
区
域
・
土
砂
災
害
警
戒
区
域
が
記
載
さ
れ
た
地
図
を
用
意

②施設の位置を
マーキング

③施設・施設周辺の
水深を確認する

事例集P15 作成のポイント

・ハザードマップを活用し施設周辺の水
害・土砂災害の危険性を把握する。

・安全な避難場所・避難経路を決定する。

④安全な避難場所
をさがす

⑤避難経路を記入

作成の手順

①ハザードマップ等、施設周辺の浸水想
定区域・土砂災害警戒区域が記載され
た地図を用意する。

②ハザードマップ上で施設を探し印をつ
ける。

③施設及びその周辺がどのくらいの被害
を受けるか（浸水深，土砂の到達範囲
等）確認する。
④安全な避難場所を探す。

→浸水想定区域・土砂災害警戒区域外
の避難所

→避難者全員が収容できる規模
⑤避難場所までの経路に色を塗る。

→避難経路が浸水・土砂災害の危険性
がある道ではないかにも気をつける56

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
計画作成にあたって重要なポイントの三つ目として、避難誘導について説明します。避難誘導の内容として、大きく分けて「避難経路図の作成」と「避難誘導体制」の作成が必要となります。まずは「避難経路図の作成」について説明します。避難経路図の作成はハザードマップ等の活用により、施設及びその周辺の災害リスクと、安全な避難場所・避難経路が一目で分かるようなものを作成することが望ましいです。作成方法はハザードマップに直接手書きで書き込んでも構いませんし、パソコン等で作成しても構いません。作成に当たっては、施設及びその周辺がどのくらい浸水するかあるいは土砂が到達するかを事前に把握した上で、浸水想定区域・土砂災害警戒区域外でかつ避難者全員が収容できる規模の避難所を探し、避難経路が浸水・土砂災害の危険性がある道ではないかにも留意することが重要です。
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加美町の防災マップより、施設近隣の避難場所を確認しましょう！

避難誘導（避難経路図の作成）

出典：加美町HP
http://www.town.kami.miyagi.jp/index.cfm/7,374,48,156,html

避難所及び福祉避難所一覧（防災マップP18）

避難所毎の災害リスク
が確認できます

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
施設周辺の指定避難所は加美町防災マップで確認できます。防災マップでは避難所毎の災害リスクも記載しているので、まずは自分たちの施設の指定避難所を把握するとともに、指定避難所の災害リスクが高い場合は安全な一時避難所の確保を検討しておきましょう。



〇施設利用者を安全な避難場所まで避難させるための体制、必要時間について
検討する

避難誘導（避難誘導体制）

作成のポイント

誰が、誰を、どうやって避難させるかを
決める

作成の手順

①避難先、避難経路の安全性を再度確認
する。
②避難先までの移動距離と移動時間、移
動手段を避難経路図をもとに設定する。

※留意事項
〇移動手段等について
・搬送車を手配して移送する必要がある場合、必要な台数が手配できる

か事前に確認する。
・夜間の大雨等を想定して移動手段を設定する。
・避難誘導にあたっては、独歩、護送（車椅子）、担送（寝たきり）な

ど、利用者の移動能力に応じて、搬送具や患者用ライフジャケット等
資器材の活用を含めた検討が必要。

〇体制について
・災害のおそれがある場合、担当職員の増員、入所者の家族の協力や

福祉関係者の協力が得られるか事前に相談することが望ましい。

避難確保計画を
もとに避難訓練
を実施し、避難
に必要な時間を
確認することが
望ましい。

様式Ｐ11
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次に、避難誘導体制について説明します。ここでは、避難経路図をもとに避難先までの移動距離と移動時間、移動手段を設定し、どの避難要員がどの要配慮者をどのように避難誘導するかを決めます。ここでは、搬送車や搬送具等の設備をきちんと確保しておけるか、避難要員となる職員の増員や施設利用者の家族の協力、外部機関の協力が得られるかどうかを事前に検討するとともに、水害や土砂災害は夜間の人員や設備が手薄な時間帯での被害が多いことから、夜間の大雨等を想定して移動手段や誘導体制を確立できるよう留意して計画を作成することが重要です。
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〇情報収集・伝達時、避難誘導時、避難所等への避難後において、事前に準備
しておく資器材等を決定する。

避難確保を図るための施設の整備

作成の手順

①情報収集・伝達時、避難誘導
時に必要な物（拡声器等）を
整理する。

②避難所等への避難後における
必要な物（水・食料等）を整
理する。

③水害・土砂災害時に活用でき
る状態にあるか確認する。

※留意事項
夜間も利用者が施設内に滞在する施設においては、停電時における火案誘導の際に使用する
懐中電灯や予備電源等の資器材について検討し記載する。

様式Ｐ12

消防法に基づく「非常災害計画」など、
既にある計画の内容を活用してもOK

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
避難確保に当たっては施設整備も重要となります。情報収集・伝達時、避難誘導時、避難所等への避難後において、事前に準備しておく資器材等を決定します。消防法に基づく「非常災害計画」で盛り込んでいる場合は、改めて作成する必要はなく、既存の計画内容を活用しても構いません。



〇避難確保計画の内容について、従業員及び施設利用者間で共有するための防
災教育、計画の実効性を高めるための訓練計画を決定する。

防災教育及び訓練の年間計画作成

作成の手順

①従業員及び施設利用者への防災教
育の日程を決める。

②出水期前の防災訓練（情報伝達訓練
・避難誘導訓練）の実施日を決める。
③訓練を踏まえた計画の更新時期を決

める。

○情報伝達訓練の例
洪水予報、土砂災害に関する情報をＦ
ＡＸ等で受信し、それをもとに関係者
に内容を伝達、またその後の防災体制
について関係者への伝達を行う

○避難誘導訓練の例
あらかじめ設定された避難場所、避難
経路及び誘導方法に基づき、実際に避
難行動を行う

様式Ｐ14

消防法に基づく「非常災害計画」など
既にある計画に追加してもOK

訓練方法の例
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設では年1回以上の避難訓練の実施が求められていることから、訓練の計画作成も必要になります。こちらも消防法に基づく「非常災害計画」など既にある計画に追加しても構いません。
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〇水害による被害を最小限に抑えるため、従来の行政による水防活動だけでな
く、各要配慮者利用施設における水防活動の取組も重要となっていることから、
自衛水防組織の設置が努力義務となっている。

自衛水防組織の業務に関する事項（洪水・内水・高潮）

様式Ｐ13

様式Ｐ19
様式Ｐ20

作成のポイント

①情報収集方法、活動組織体
制、対策内容、訓練実施計
画等を検討する。

②研修及び訓練計画を立てる。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
従来の行政による水防活動だけでなく、各要配慮者利用施設における水防活動の取組も重要となっていることから、浸水想定区域内に立地する施設でじゃ自衛水防組織の設置が努力義務となっています。自衛水防組織を既に設置している施設には、自衛水防組織の業務に関する事項も提出することが求められています。こちらも既存の消防計画がある場合は追記しても構いません。



⑥災害時に係る教育・訓練の項目を追加
従業員への災害時を想定した防災教育及び訓練に関する事
項を追加する。 ※実情に応じ、各施設の判断で消防計画上実施し

ている教育・訓練をもって代えることができる。

既存の計画への追記による避難確保計画の作成
避難確保計画は、消防計画などの既存の計画に、災
害時に係る体制・対応を追加して作成できます。

（目的）

第〇条 この計画は、消防法第８条第１項の規定に基づき、〇〇〇〇の防火管理業務に
ついて必要な事項を定め、火災、地震及びその他の災害の予防及び人命の安全並びに
被害の軽減を図ることを目的とする。

また、水防法第１５条の３第１項に基づき、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図る
ことを目的とする。

（自衛水防の組織と任務分担）

第〇条 〇〇〇〇の自衛水防組織として△△△を統括管理者とし、次の任務分担により
自衛水防組織を別表〇のとおり指定する。

係別 任務内容

統括管理者
自衛水防隊の各係員に対し、指揮、命令を行う。避難状況の把握を行う。自衛水防組織の各
係員に対する教育及び訓練を行う。

情報伝達係 洪水時における洪水予報等の情報収集を行う。関係者及び関係機関との連絡を行う。

避難誘導係 避難誘導にあたる。未避難者、要救助者の確認を行う。避難器具の設定、操作にあたる。

（洪水時の活動）
第〇条 洪水時においては、次の防災体制をとる。

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注意体制 〇〇情報発表 情報収集、関係職員招集 情報伝達係

警戒体制
〇〇情報発表
〇〇地区避難準備・高齢者等避難開始発令

情報収集、資器材準備、要
配慮者の避難誘導、・・

情報伝達係、避難
誘導係、・・

非常体制
〇〇情報発表
〇〇地区に避難勧告又は避難指示（緊急）発令

施設全体の避難誘導、・・ 避難誘導係、・・

（洪水時の避難誘導）
第〇条 洪水時の避難場所、避難経路、避難誘導方法については、下記に従う。
（１）避難場所・経路
・第〇条の震災時の避難場所・避難経路に定める通り。
・上記避難場所への避難が困難な場合には、本施設〇棟の２階へ避難し、屋内安全確保を図る。

（２）避難誘導方法
・施設外の避難場所に誘導するときは、避難場所までの順路、道路状況について予め説明する。
・避難する際は、原則として車両等を使用せず徒歩とする・・・等

（洪水に備えての準備品）
第〇条 第〇条の震災に係る準備品に加えて、洪水に備え次の
品目を常に使用または持ち出せるよう準備しておき、定期的に点検を行う。

（洪水対策に係る教育及び訓練）
第〇条 施設管理者は、次により防災教育及び訓練を行うものとする。

予定実施月 内容

全従業員 〇〇月 （１）洪水予報等及び洪水時の避難に係る研修
（２）情報収集・伝達に係る訓練
（３）避難誘導に係る訓練

新入社員 その都度

自衛水防組織 〇〇月

一文を追記

消防計画に追記する例 ・・以下の6事項を追記する

①計画の目的に「洪水時・土砂災害時の避難」を追記
消防計画の第1条（目的）に、水防法第15条の3第1項または土砂
法第8条の2第1項に基づく円滑かつ迅速な避難の確保を加える。

②自衛水防組織の項目を追加
自衛消防組織の記載を参考に、洪水予報等の情報収集、洪水予報等
の情報収集、洪水時における避難誘導、構成員への教育及び訓練、
その他水災の軽減のため必要な業務の任務を記載。

※なお、各施設の判断で自衛消防組織など既存の枠組みの活用も可

③災害時の防災体制の項目を追加
「災害時の防災体制」の項目を追加し、災害時の体制、体
制区分ごとの活動内容、体制区分ごとの確立基準、体制区
分ごとの活動を実施する要員を記載。

④災害時の避難誘導の項目を追加
「災害時の避難誘導」の項目を追加し、避難場所、避難経路、避難

誘導方法を定める。 ※なお、震災時等の避難場所、避難経路が水害時・

土砂災害時と同一の場合、これを引用することでよい。

⑤避難の確保を図るための施設を追加
気象情報等の情報収集・伝達及び避難誘導に使用する資機
材を記載する。 ※自衛消防組織の装備または震災時等に備えた資機

材等の記述がある場合、その他不足する資器材を追記することでよい。

活動の区分 使用する設備又は資器材

情報収集・伝
達

テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話用バッテリー

避難誘導
名簿（従業員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用拡声器、電池式照
明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗料
施設内の一時避難のための水・食料・寝具・防寒具

項目を追加

項目を追加

項目を追加

不足分を追加

項目を追加

※国交省ＨＰより
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
前のページでもお話ししたように、既に消防計画で記載のある内容については、不足箇所を消防計画に追記する形での計画作成でも構いません。スライドでは追記の仕方を説明していますので、お時間のあるときにお読みいただければと思います。



宮城県

スパート復興総仕上げ復興総仕上げ復興総仕上げ スパートスパート

４ 避難確保計画の見直し
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
最後に、避難確保計画の見直しについてお話しさせていただきます。
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計画をより実効性のあるものにするために

避難所毎の災害リスク
が確認できます

○計画に基づいた防災教育・避難訓練の実施（年1回以上）

○避難訓練を踏まえた避難確保計画の改訂

○「自助」（施設単独）だけでなく「共助」（地域連携）の
視点からの計画見直し

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
作成した避難確保計画をより実効性のあるものにするためには、計画の定期的な見直しが必要となります。まずは、作成した計画に沿って避難訓練を定期的に実施し、不足や改善が必要な点があれば計画の見直しを行い計画を強化、また、施設単独ではなく系列組織や施設利用者の家族、外部機関などと連携するなど、地域社会の協力によりお互いを守り、被害を最小限に留めることが重要です。
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避難訓練等の実施

○避難誘導訓練の実施（多賀城市 H30）
市内での土砂災害発生を想定し、保育所に通所する乳幼児（要配慮者）を指定
避難所まで避難誘導する訓練を実施。

○情報伝達訓練の実施（岩沼市 Ｒ２）
市内で大雨警報が発令されたとの想定で、市防災部局と市内の土砂災害警戒区域
内に立地する５つの要配慮者利用施設が連携し電話及びメールによる伝達訓練を
実施。

保育士が要配慮者（乳幼児）
を保育所から指定避難所まで
ベビーカートで誘導

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
ここでは、県内の要配慮者利用施設で行われた避難訓練について紹介します。一つ目に、多賀城市内の保育所では、あらかじめ計画で定めた避難経路に沿って保育士が要配慮者（乳幼児）をベビーカートで指定避難所まで誘導する訓練が実施されました。二つ目に、岩沼市では、大雨警報の発令を想定し、市防災部局と土砂災害警戒区域内に立地する全5施設が連携して、電話及びメールによる情報伝達訓練が実施されました。
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○令和元年東日本台風時における特別養護老人ホームの避難事例（埼玉県川越市）

出典:国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/seikajirei.pdf

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
事前の避難訓練が災害時における適切な避難につながった事例をご紹介します。埼玉県川越市の要配慮者利用施設では、過去の水害経験を踏まえ避難確保計画の定期的な見直しや避難訓練を実施しており、昨年の台風19号上陸時にも避難確保計画に沿って迅速な避難行動を行い、職員及び施設利用者全員が無事避難できました。
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要配慮者利用施設の利用者の避難で、マンパワー不足、避難に適した車両等の資機材の不足する
場合が考えられる。要配慮者利用施設単独での避難が困難な場合は、系列組織や地域の企業等と
避難支援や、福祉車両の提供等について連携することも選択肢の一つとなる。

○災害時等における福祉車両の提供に関する協定例（白石市）
白石市では、「災害時等における福祉車輌等の提供に関する協定」を自動車（福
祉車両）販売整備会社と締結している。この協定により、災害時等には市が窓口
となり、介護施設などの要請を受け、同社が避難用に無償で福祉車両を貸与する
こととなっている。

出典:国土交通省 避難確保計画作成の手引き（解説編）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/kaisetsu.pdf

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
施設利用者の避難で、マンパワー不足、避難に適した車両等の資機材が不足する場合が考えられます。施設単独での避難が困難な場合は、系列組織や地域の企業等と避難支援や、福祉車両の提供等について連携することも選択肢の一つとなります。ここでは災害時における福祉車両の利用に関する協定例をご紹介します。白石市では災害時等における福祉車輌等の提供に関する協定」を（福祉車両）販売整備会社と締結しており、この協定により、災害時等には市が窓口となり、介護施設が避難用に無償で福祉車両を借りられます。
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○系列施設への避難事例（岡山県岡山市）
洪水浸水想定区域内に位置する「グループホーム メディフル藤田（岡山県岡山市）」
では、非常災害計画において、洪水時の避難場所を系列組織である「医療法人よつば会
ながい内科クリニック」としている。
平成30 年７月豪雨の際には、非常災害計画に従って利用者27名全員と施設職員が系
列施設へ避難した。

出典:国土交通省 避難確保計画作成の手引き（解説編）
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/kaisetsu.pdf

出典:国土交通省HP
https://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/pdf/seikajirei.pdf

設備面、避難所
での利用者のケ
ア等の観点から、
系列施設及び同
種類似施設を避
難場所として設
定した。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
系列施設との連携により適切な避難行動に繋がった事例についてご紹介します。岡山県岡山市の要配慮者利用施設は、設備面や避難所での利用者のケアの観点から、非常災害計画において系列施設を洪水時の避難所としており、平成30年7月豪雨の際には、避難確保計画に沿って迅速な避難行動を行い、職員及び施設利用者全員が無事避難できました。要配慮者の避難には、事前の避難イメージに加えて、マンパワー、資器材の整備の確保が重要となってきます。地域社会の協力により、被害を最小限にする仕組み作りが大切です。
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ご静聴ありがとうございました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
以上をもちまして説明を終了させていただきます。ご静聴ありがとうございました。
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